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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１カップリング部材と、第２カップリング部材と、該第１カップリング部材と該第２
カップリング部材とを互いに保持する弾性を有するプラスチック材料からなる柔軟な分割
型ロックリングであって該ロックリングの各延長部に複数のタブを対称的に設けてなるロ
ックリングと、を有する人工肛門具のカップリングにして、
　上記ロックリングの上記タブは、カップリングの軸方向に対して傾斜する傾斜面を有し
、
　第１カップリング部材と第２カップリング部材の一方を他方に対してカップリングの上
記軸方向に押圧したとき、該一方のフランジが上記傾斜面に案内され上記タブを径方向外
側に押圧した後にロックリングの弾性によりタブが初期位置に復帰することで上記一方の
フランジがタブと上記他方のフランジとの間に保持されるようになっており、
　上記タブは、上記ロックリングに下方への圧力を加えることにより、略径方向外側に引
っ込めることができ、第１カップリング部材と第２カップリング部材とを互いに分離でき
るようにしており、
　上記ロックリングの上部領域は、波形の内曲部を有し、
　該内曲部の中央領域に圧力を加えることにより、上記タブを引っ込めることができるカ
ップリング。
【請求項２】
　医療用接着パッドを備え、該パッドは、上記他方の自由面に固定されている請求項１記
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載のカップリング。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人工肛門具のカップリングに関する。
【０００２】
【従来の技術】
人工肛門具のカップリングは、着用者の皮膚の小孔周辺領域に取り付けた医療用パッドを
通過する小孔の排出物を受け入れるためのバッグを、接続したり取り外したりするのに使
用する。人工肛門具のカップリング構造は、多数知られている。商業的に非常に成功した
カップリングが、英国特許第１，５７１，６５７号明細書に記載され権利化されている。
【０００３】
リングを変形することにより２つのカップリング部材のロックを解除できる人工肛門具の
カップリングは、本願出願人が１９９４年５月６日に出願し、本件の出願以降に公開され
た英国特許出願第９４０９０３７．０号明細書に開示されている。
【０００４】
ヨーロッパ特許第４８２　１０４号に対応する１９９１年に公開された国際特許出願第Ｗ
Ｏ９１／０１１１９号明細書には、人口肛門具のカップリング用ロックリングが開示され
ている。このようなリングを使用する人口肛門具のカップリングは、ヨーロッパ特許第５
７２　３７８号明細書に示されている。この構成の特徴は、リングに設けた内側方向に弾
性を有する舌部が、連結したカップリング部材の周囲を取り囲んでいることと、ボタン式
係合装置及びフックと止め部材による係合装置が備わっていることにある。これらの係合
装置は、明らかに、ロックリングをカップリング部材に確実に保持するためのものである
。この構造を有するカップリングは、バッグを取り付けたり取り外したりする際に、相当
複雑な操作を必要とするようである。
【０００５】
クボ氏を発明者とする１９８５年２月に公開された日本国実用新案第６２－１１６１０号
公報によれば、人工肛門装置は、雄リングと相互に係合可能な二重構造の雌リングを有す
る必要があると提案されている。雄リングをバッグに取り付ける一方で、皮膚に貼付可能
な接着パッドに雌リングを取り付けることができる。または、その逆であってもよい。雌
リングの外側リングは、円形でありかつ柔軟性を有し、また、内側に延在する一対の受け
部を直径の両端に有している。両受け部を結ぶ直径に対して実質的に直角の直径を有した
正反対に延在する２つの突出部を押すことによって、外側雌リングは、受け部を径方向外
側に移動させるように変形し、その結果、２つのカップリング部材を分離することができ
る。
【０００６】
この構成は、おそらく理論上は機能するが、実際上、重大な欠点を有している。例えば、
（ｉ）カップリングを接続したり取り外したりするためには、周縁部に約９０°の間隔を
置いて設けた４箇所で、カップリングを保持する必要がある。（ii）直径方向に対向する
２つの領域を押すと、カップリングが曲がり、正常な平面からずれてしまう傾向がある。
また、加えられた力によって、ボデー側のパッドが、部分的（又は全体的）に着用者の皮
膚から容易に離れてしまうことがある。さらに、直径の両端を完全にかつ同時に押す必要
があるために、バッグ側のカップリングのロックを解除できるかどうかは不確かである。
（iii）バッグ側のカップリング部材を繰り返し取り付けたり引き離したりしていると、
Ｏ型リング（雄リングと雌リングとの間に、排出物が漏れないようにするために設ける）
がすりへってしまう。そのため、シールの質が低下し、非常に厄介で望ましくない結果を
招くかもしれない。(iv）２つのカップリング部材が正確に係合しているかどうかを判断
するのは、着用者にとって困難な場合がある。（ｖ）接続したり取り外したりする操作に
要求される正確さ及び力の大きさは、体が弱っていたり混乱している着用者や、高齢者や
気の短い着用者の能力をはるかに超えている。（vi）装置を正確にロックすることを確実
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にするのは困難である。（vii）寸法が大きい場合、リングの直径の両端領域に自分の手
を回して押すのは、高齢者や体の弱い着用者にとって物理的に困難である。
【０００７】
【発明の開示】
本発明は、不器用な人でも容易にロックしたりロックを解除したりすることができる人口
肛門具のカップリングの改良構造を提供することを目的としている。
【０００８】
本発明によれば、以下の構成の人工肛門具のカップリングが提供される。この人工肛門具
のカップリングにおいて、第１カップリング部材と第２カップリング部材は、弾性を有す
る柔軟な分割型ロックリングによって互いに保持されている。ロックリングの各延長部に
は、少なくとも１つのタブを設けている。タブは、対照的に配置されている。タブは、ロ
ックリングを下方へ移動させることにより、カップリングの略径方向外側に引っ込めるこ
とができ、２つのカップリング部材が分離できるようになる。
【０００９】
本発明の好ましい実施形態によれば、ロックリングの上部領域は、波状の内曲部を有して
いる。内曲部の中央領域に圧力を加えることにより、タブを引っ込めることができる。
【００１０】
カップリング着用者が、指で垂直方向に押し下げることによって、ロックリングを移動さ
せてタブを引っ込めることが可能になる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の一実施形態を、図１～４に従って詳細に説明する。
【００１２】
人口肛門具のカップリングは、第１カップリング部材２０と、第２カップリング部材４０
と、分割型ロックリング３０とを備えている。第１カップリング部材２０は、プラスチッ
クで成形してもよいし、低密度又は高密度のポリエチレンで形成してもよい。第２カップ
リング部材４０もまた、プラスチックで成形してもよい。例えば、エチレン酢酸ビニル共
重合体、低密度ポリエチレン、又は高密度ポリエチレンを使用することができる。本発明
の好ましい実施形態中、第１カップリング部材２０は、ボデー側の部材であり、第２カッ
プリング部材４０は、バッグ側の部材である。しかし、本発明の範囲内であれば、第１，
第２カップリング部材は、それぞれ、バッグ側の部材とボデー側の部材にすることができ
る。
【００１３】
医療用接着パッドは、第１カップリング部材の面２０Ａに、好適な方法であればどのよう
な方法で取り付けてもよい。
【００１４】
第１カップリング部材２０は、図３（Ａ），（Ｂ）に最も分かりやすく示している。第１
カップリング部材２０は、フランジ２６と、内壁２２と、外壁２４と、カバーフランジ２
７とを備えている。図３（Ｂ）に示したフランジ２６の下面は、通常、使用時には、いず
れかの好適な方法を利用して医療用接着パッドを貼付している。この接着パッドは、中央
開口部１１０が小孔を収容することができるように、人工肛門装置を着用者の体に固定す
る。
【００１５】
図３（Ｂ）に示すように、通常はバッグ側のカップリング部材である第２カップリング部
材４０は、壁４３から径方向外側に延在するフランジ４２を有している。人工肛門具のポ
ーチの壁４１は、接着若しくは熱又は高周波による溶接といった好適な手段により、第２
カップリング部材に取り付ける。人工肛門具のポーチのその他の部分は、便宜上図示して
いない。開口部１１０は、図３（Ｂ）中、壁２２の右側に位置している。
【００１６】
　分割型ロックリング３０は、図１～３にも示しているが、図４に最も分かりやすく示し
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ている。リング３０は、アセタール樹脂のような弾性を有するプラスチック材料で形成し
、２つの部分からなる円形の延長部を備えている。延長部の自由端３５は、それぞれ、タ
ブ３１を有している。径方向内側に延在する他のタブ３２は、着用者の体に取り付けたと
きに、リングとカップリングが通常の直立状態にあると仮定して、ほぼ２時と１０時の位
置に設けている。もちろん、これらのタブの位置は異なっていてもよい。リング３０の形
状は、図１，４中に最も分かりやすく示している。リング３０は、波状の内曲部３８を有
し、内曲部の一部は、加圧部３３からなっている。この加圧部３３の中央に、図１中矢印
Ａで示した垂直方向下方への圧力を加えると、リングが変形し、自由端３５が、外側へ移
動することになる。その結果、タブ３１は外側へ移動し、第１カップリング部材の壁２２
と壁２４との間の空間が空くと同時に、第２カップリング部材のフランジ４２が解放され
ることになる。このフランジを解放すると、第２カップリング部材とそれに取り付けたバ
ッグ４１は、ボデー側のカップリング部材２０から容易に分離することができる。ロック
リングの材料としては、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）とも呼ばれる、ヘキスト社から入
手可能な「ケマタル（ＫＥＭＡＴＡＬ）」（登録商標）というアセタール重合体を使用す
ると、良い結果が得られた。これは、非常に安定した重合体構造を有する結晶性熱可塑性
樹脂である。適切な種類は、「ホスタフォーム（ＨＯＳＴＡＦＯＲＭ）」（登録商標）の
Ｃ．２７０２１番である。
【００１７】
方向Ａに同様に圧力を加えることにより、タブ３２もまた、略径方向外側に移動し、同様
に上記空間を設けると同時に、第２カップリング部材のフランジ４２を解放して、上方へ
移動させる。薄いポーチ材料を通してフランジ４４の周縁部を把持した後に徐々に引っ張
ることで、カップリングの回転軸方向に引っ張る力を少し加えると、２つのカップリング
部材を分離することができる。少しの引っ張り力を加えるだけでよい。さらに、人工肛門
具の着用者が、他方の手を使用して第１カップリング部材を皮膚上に緩やかに保持するの
であれば、非常に傷つきやすい小孔周辺領域に生じる痛みを最小限にすることができる。
【００１８】
　図４に示すように、タブ３１，３２の上面は、面取りするか又は円みをつけ、着用者が
、バッグ側のカップリング部材と該部材に取り付けたポーチを、ボデー側のカップリング
部材２０に再度取り付けたいときに「案内するための」ガイドとなるようにする。この面
取り部３４は、タブ３２を壁２２と壁２４との間の空間から完全に引っ込めるのに役立つ
。そのような場合、バッグ側のカップリング部材４０をボデー側のカップリング部材のフ
ランジ２６の方へ直接押すと、フランジ４２は、その移動中に、タブ３１，３２を径方向
外側へ押すことになる。第１カップリング部材の上部フランジ２７は、ロックリング３０
をカップリング内に保持できるようにすると共に、リング３０が偶発的に移動するのを防
止する。
【００１９】
第２カップリング部材４０は、図３（Ｂ）に最も分かりやすく示している。第２カップリ
ング部材４０は、フランジ４４を有している。このフランジ４４に、人工肛門具のポーチ
の１つの壁４１が取り付けられる。部材４０は、周囲を取り囲む壁４３から径方向外側に
延在する第２フランジ４２を有している。使用時には、フランジ４２は、カップリングを
ロックした状態で、タブ３１，３２と第１カップリング部材２０のフランジ２６との間に
配置される。上記したように、タブ３１，３２を略径方向外側に引っ込めると、第１カッ
プリング部材と第２カップリング部材とを分離することができる。
【００２０】
上記の医療用接着パッドは、ベース部と、ベース部の背面に設けた接着層とからなる。ベ
ース部は、ポリエチレンのような高分子材料の薄いフィルムであるのが好ましい。上記接
着層は、水溶性又は膨潤性を有する１つ以上の親水コロイドゴムを間欠的に散在させた、
１つ以上の感圧性ビスコース材料又はエラストマー材料の均質混合物として形成するのが
好ましい。また、この接着層は、１つ以上の熱可塑性エラストマー及び／又は１つ以上の
膨潤性を有する結合強化剤を含んでいてもよい。
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【００２１】
本発明に対して変形、変更及び改良を加えることができるのは明らかである。例えば、環
状のカップリング部材を有する代わりに、カップリング部材は、楕円形状又は他の閉ルー
プ形状を有していてもよい。各実施形態中のロックリングにとって好ましい材料は、アセ
タール樹脂であるが、適当な柔軟性と弾性を有する他のプラスチック材料を使用すること
もできる。分割型ロックリングのタブをロックされた位置から解放するために、他の構造
を使用することも可能である。柔軟性を有する変形可能な封止ストリップを、カップリン
グ部材２０，４０のいずれかに設け、これにより、漏出の可能性を小さくすると共に、製
造過程において生じ得るカップリング部材間の公差を吸収するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係る平面図である。第１カップリング部材とロック
リングの一部を示しているが、第２カップリング部材は示していない。
【図２】　図１と同一の部材を示した斜視図である。
【図３】　（Ａ）は、図２に類似した図であるが、リングを所定位置に設けた状態の第１
カップリング部材全体を示している。（Ｂ）は、第１カップリング部材のフランジ面２０
Ａの平面に垂直なＸ－Ｘ平面で断面した直径の一端の断面図であり、第２カップリング部
材も示している。
【図４】　本発明に使用するロックリングの斜視図である。
【符号の説明】
２０　　第１カップリング部材
２０Ａ　面
２２　　内壁
２４　　外壁
２６　　フランジ
２７　　カバーフランジ
３０　　分離型ロックリング
３１　　タブ
３２　　タブ
３３　　加圧部
３４　　面取り部
３５　　自由端
３８　　波状内曲部
４０　　第２カップリング部材
４１　　ポーチの壁，バッグ
４２　　フランジ
４３　　壁
４４　　フランジ
１１０　開口部
Ａ　　　矢印
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